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令和２年３月 

安城市公立保育所等経営審議会 
  



 
 

◆ はじめに ―答申にあたって― 
  

諮問事項の審議においては、子どもファーストの視点に立ち、幼児教育・保育の質

の向上、公立園が地域において担ってきた役割の継承、昨年１０月から開始された幼

児教育・保育の無償化に伴う市の財政負担の増加に対する即効性のある対応など、様々

な観点から審議会の考えを取りまとめました。 

市におかれては、子ども・子育て支援事業計画の基本理念『幸せと未来をつなぐ子

育てのまち・安城』の実現に向け、引き続き経営的な視点を持ち、将来にわたり持続

的に幼児教育・保育施策に取り組まれることを期待します。 

 

 

 

 

 

◆ 用語の定義 

この答申において使用する用語は、以下のとおり定義します。 

 

（１）保育園等…保育園、幼稚園、認定こども園 

（２）公立園……公立の保育園等 

（３）民間園……私立の保育園等 

（４）保育士等…園長、主任、保育士、教諭、保育教諭など保育園等に勤務する職員 

（５）事業団……社会福祉法人安城市社会福祉事業団（仮称） 

（６）応急保育…災害時に通常保育再開まで実施する子どもの一時的な預かり 

 

  



 
 

◆ 背 景 

本審議会で審議対象となっている施設のうち保育園の運営費については、従来から

国、県、市と利用者が負担してきました。しかし、国の三位一体改革が行われた平成

１６年以降、特定財源として交付されていた公立の保育園運営に対する補助金は廃止

され、一般財源化されました。これにより、安城市のような地方交付税不交付団体は、

国・県からの財源を失うことになりました。 

こうした状況に対し、安城市では平成１８年度から公立園の運営方法について検討

しましたが、民営化はしないとの結論を取りまとめました。 

しかし、この検討から１０年余が経過した現在、安城市の低年齢児０～２歳児の人

口全体がゆるやかに減少傾向であるのに対し、女性の社会進出による保育需要の増加

などを背景とした入園率の高まりにより、保育園入園者数は右肩上がりで増加してい

ます。それに伴い、保育園運営に係る経費も増加し、平成３０年度決算において保育

園費は５０億１４００万円余となり、１０年前と比較しますと約１．８倍の増加を見

せ、今後もさらに増加することが予想されます。加えて、国の幼児教育・保育の無償

化により、安城市にとって保育料収入という財源が失われ、市の財政負担はますます

大きくなります。 

こうした社会情勢の変化を受けて、昨年５月に附属機関である安城市行政改革審議

会から「公立保育園等の経営の在り方について早急に検討」するよう意見書が安城市

長へ提出されました。それを受け、本審議会が設置されることとなり、限られた財源

のなか、公立保育所等の経営のあり方に関する事項について、本審議会に諮問される

こととなりました。 

 

 

◆ 提 言 

民間手法を活用した公立園の運営について 

低年齢児を中心とした保育ニーズの増加など社会情勢の変化への対応と、幼児教

育・保育の持続的な提供のためには、財源を確保する必要があり、その一つの方法と

して、民間手法を導入することが効果的であるとの結論に至りました。導入にあたっ

ては、公立園が従来から担ってきた地域における役割を継承しつつ、今以上に公立

園、民間園が一体となって地域の子育て支援、幼児教育・保育の質の向上に努めなけ

ればなりません。これらを実現するための方法として、以下のとおり取り組む必要が

あると考えます。 

 

 

 



 
 

１ 基本方針                               

（１）環境を変えないこと 

民間手法を活用する場合、保護者が最も不安に感じることは、先生が替わるこ

と、園の運営方針が変わることなど、環境が変わることによる子どもへの影響で

あると考えられます。慣れ親しんだ環境で引き続き生活できることが、子どもの

最善の利益につながるものと考えます。 

 

（２）地域における役割の継承 

公立園は従来から、①地域の拠点的役割、②子育て支援を推進する役割、③人

材育成、幼児教育・保育の質の向上を図る役割など、通常保育園等で行う業務以

外についても地域において役割を担ってきました。この役割については、今後も

引き継いでいく必要があります。 

 

（３）幼児教育・保育の無償化に伴う負担増などに対する即効性のある対応 

幼児教育・保育の無償化に伴う市の負担額の増分を試算しますと、令和２年度

当初予算ベースで年間３．９億円となります。無償化への対応及び今後の幼児教

育・保育需要への対応のために、できるだけ早急に必要な数の園を一度に移管す

ることが必要です。 

 

２ 運営方法                               

（１）主体 

上記基本方針を踏まえ、安城市の出資のもと、社会福祉法人である社会福祉事

業団を設立し、事業団へ一部公立園を移管し運営する方法が望ましいと考えま

す。また、安城市と事業団との間で協定を締結し、市が積極的に運営に関与でき

る児童福祉法に基づく「公私連携型保育所」、若しくは、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく「公私連携幼保連携

型認定こども園」とし、保育園等が引き続き担っていくべき地域の中での役割を

担保するとともに、環境の変化を最小限に留めることなど、責任を持って対応さ

れることを望みます。 

その一方で、民間としての独自性、柔軟性を取り入れ、運営されることを期待

します。 

 

（２）規模 

財政効果を得るため、また、派遣を伴う人事異動を円滑に実施するため、移管

する園の数は、公立園２７園（保育園：２３園、認定こども園：２園、幼稚園２

園）の内、概ね半数程度が望ましいと考えます。 



 
 

 

（３）時期 

保護者及び公立園の保育士等へ丁寧に説明し、十分に理解いただいた後、財政

効果を考え、できるだけ早期に移管することが望ましいと考えます。 

  

（４）体制 

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び安城市職員の

公益的法人等への派遣等に関する条例に基づき、公立園の保育士等を事業団へ派

遣し、移管された園において、従来と同じ保育が行われ、子どもにとって安心で

きる環境が提供されることを望みます。 

  

（５）施設・設備等 

土地や建物などの施設は、建物の保全等必要な整備を市の責任において実施す

るため、事業団への貸付が望ましいと考えます。 

 

３ 公立園のあり方と連携による幼児教育・保育の実施            

    

地域の子育て支援の中心、災害時における応急保育の実施園、同一中学校区内の

保育園等の連携の拠点として、中学校区毎に基幹園を設置し、以下の機能を果たす

ことを期待します。 

 

（１）地域子育て支援の中心 

基幹園は、子育て支援センターを併設しているなど規模の大きな公立園から選

定し、いつでも子育てに関する相談ができるなど、地域の子育て支援の中心的役

割を担うこと 

 

（２）災害時における応急保育の実施 

公共が担うべき役割の一つである災害対策、復旧に向けての第一歩として、基

幹園にて応急保育を実施することにより、早期の保育再開を図ること 

 

（３）同一中学校区内の保育園等の連携の拠点 

基幹園が、同一中学校区内の保育園等が連携を図るための拠点となることによ

り、幼児教育・保育の質の向上に努めること 

また、連携により、以下の取り組みを実施することを期待します。 

 

 



 
 

ア 幼児教育・保育の質の向上に向けた研修体制の拡充 

・公立、民間の合同研修会の実施や、公開保育を基幹園が中心となって実施す

ること 

イ 地域の課題・実情に合わせた保育実践 

・保育園等は地域に根差しており、地域の課題やニーズを把握することが可能

なため、中学校区内の保育園等が情報共有や意見交換をする場を設けるとと

もに、それらを幼児教育・保育施策に反映し、保育実践へとつなげる取り組

みを行うこと 

ウ 行政機関との連携強化に向けた取り組み 

・学校や保健センター等との連携により、支援を必要とする家庭や子どもに対

し包括的な支援を行うこと 

・大規模災害の発生時においては、基幹園にて速やかに応急保育を実施するに

あたり、市の災害対策本部との連携を図ること 

・情報が集まりやすいという公共の利点を生かし、情報発信、情報共有に努め

ること 

 

４ 新たな運営方法により得られる財源の活用                 

 

   幼児教育・保育を持続的に提供していくためには、事業団への移管による新た

な財源確保は必要でありますが、子ども、保護者にとって、より良い幼児教育・

保育に関する事業のため活用されることも期待します。 

 

５ 留意すべき事項と行政への期待                      

 

・現行の研修体制の確保、研修体制の拡充により、幼児教育・保育の質の向上に努

めること 

・派遣される保育士等の身分や処遇を保障するとともに、働きやすい環境となるよ

う努めること 

・保護者及び保育士等へ丁寧な説明を行い、十分な理解を得てから進めること 

・事業団への移管をファーストステップと位置付け、効果の検証を行うとともに、

今後の社会情勢の変化等も考慮しながら、その時代に適した形にブラッシュアッ

プすること 

・子どもファーストの視点に立ち、安城市が明確なビジョンを持ち今後の幼児教

育・保育を進めていくこと 

    

  



 
 

◆ おわりに                                

本審議会では、安城市の公立保育所等の経営のあり方について、安城市における保

育園等の特色などを踏まえ、財政状況等を含めた現状と課題に対し様々な方面から検

討を行い、今回の答申に至りました。 

その中で、民間手法の導入は、将来を見据えた持続的な幼児教育・保育の提供と事

業拡大のための財政的担保という点において、自治体経営の視点から必要であり、

国・県からの交付金を得ることは、財政上のメリットが非常に大きいことが確認でき

ました。 

  一方で、民間手法の導入に伴い公立園の数が減る中で、これまで公立園が担って

きた役割をどのように継承していくのか、幼児教育・保育の質を維持、向上させる

ための研修体制はどのように確保するのか、公立と民間それぞれが担う役割や、保

育士不足のなか保育士をどう確保していくかなど、今後の幼児教育・保育における

市の考え方や体制についての意見も出されました。 

  また、財政上のメリットのみならず、民間手法の導入を契機として、新たな事業

等を検討するなど、より良い施策の実施への期待も寄せられました。 

市におかれては、本答申の趣旨を踏まえ、子ども・保護者にとって、より良い幼児

教育・保育環境の充実を図るとともに、常に行政改革の意識を持ち、引き続き持続可

能な保育園等の運営に取り組まれることを望みます。 

 

 

  



 
 

【資 料】 

○諮問書 

 

（写） 

 

３１経管第３１号  
令和元年１２月９日  

 
   安城市公⽴保育所等経営審議会会⻑ 様 
 

安城市⻑ 神 谷  学 
 
 

安城市公⽴保育所等における経営のあり方について（諮問） 
 
 安城市公⽴保育所等経営審議会規則第２条の規定に基づき、下記事項について貴審議会の意見を
求めます。 

記 
１ 諮問事項 
  安城市公⽴保育所等における経営のあり方に関する事項 
２ 諮問理由 

 近年、低年齢児を中心とした保育ニーズは増加傾向にあり、本年１０月から開始した幼児教育・
保育の無償化により、財政負担もより一層大きくなると予想されます。このことから、限られた財
源のなか、本市における幼児教育・保育を持続的に提供できるよう、今後の公⽴園の経営のあり方
について方針をまとめるため、貴審議会に諮問するものです。 

 

  



 
 

○安城市附属機関の設置に関する条例（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、附属機関の設

置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 別表執行機関の欄に掲げる執行機関に、同表名称の欄に掲げる附属機関を置く。 

（担任事務） 

第３条 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。 

（委員） 

第４条 附属機関の委員（以下この条において「委員」という。）の定数は、別表委員

定数の欄に掲げるとおりとする。 

２ 委員は、別表委員構成の欄に掲げる者のうちから、附属機関の属する執行機関が委

嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、別表委員任期の欄に掲げるとおりとし、再任を妨げない。委員が欠

けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と

する。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当

該附属機関の属する執行機関が別に定める。 

 

別表（第２条－第４条関係） 

執行機関 名称 担任事務 委員定数 委員構成 委員任期 

市長 
（略） 

安城市行

政改革審

議会 

行政改革の推進及び市長

マニフェストの進捗状況

に関する事項の調査審議 

10人以内 学識経験を有する者 

公共的団体等を代表する者 

市民 

その他市長が必要と認める者 

２年 

（略） 

安城市公

立保育所

等経営審

議会 

安城市公立保育所等の経

営の在り方に関する事項

の調査審議 

10人以内 学識経験を有する者 

幼児教育又は保育の関係者 

市民 

その他市長が必要と認める者 

審議期間 

（略） 

 

  



 
 

〇安城市公立保育所等経営審議会規則 

令和元年９月 30 日安城市規則第 13 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、安城市附属機関の設置に関する条例（平成25年安城市条例第34号）

第５条の規定に基づき、安城市公立保育所等経営審議会（以下「審議会」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、安城市附属機関の設置に関する条例別表に定め

るその担任する事務について、意見を述べるものとする。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長は会議の議長

となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。 

（関係者の出席等） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその説明若

しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第６条 審議会に、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、企画部経営管理課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別

に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

  



 
 

○安城市公立保育所等経営審議会委員名簿 

（敬称略） 

役職 氏   名 所属及び役職等 

選任区分 

(安城市附属機関の設置

に関する条例第２条) 

会長 横山 幸司 
滋賀大学 産学公連携推進 

機構 経済学系  教授 

学識経験者 副会長 新井 美保子 愛知教育大学 副学長 

委員 齊藤 由里恵 中京大学 経済学部 准教授 

委員 執行 紀美代 民間保育園園長代表 

幼児教育又は保育の

関係者 

委員 寺部  暁 
愛知県私立幼稚園連盟 

安城支部長 

委員 杉田 昌信 
公立幼稚園・認定こども園 

保護者代表 

委員 石井 佳子 公立保育園保護者代表 

委員 黒柳 みゆき 
安城市立保育園・幼稚園等 

園長会会長 

市長が必要と認める

者 

委員 橋本  晃   

市民（公募市民） 

委員 山田 京子   

 

  



 
 

〇審議会開催状況 

回 開催日 議題等 

第１回 令和元年 

１２月９日 
・会長の選任及び副会長の指名 

・諮問 

・安城市公立保育所等経営審議会について 

・安城市保育園等の運営状況及び特色について 

第２回 令和元年 

１２月２５日 
・民間手法導入の他市事例等について 

・民間手法を活用した保育園等の運営について 

第３回 令和２年 

１月２７日 
・民間手法を活用した保育園等の運営について 

第４回 令和２年 

２月１４日 
・安城市公立保育所等経営審議会答申案について 

第５回 令和２年 

３月２７日 
・市長への答申 

 

 

〇審議会資料   

 ◇審議会説明資料  

・第１回 

安城市公立保育所等経営審議会について 

  安城市保育園等の運営状況及び特色について 

  幼児教育無償化の概要と市への影響について 

  民間手法導入による財政的効果について 

・第２回 

  前回のご質問・ご意見について 

  民間手法導入の他市事例等について 

  民間手法を活用した保育園等の運営について 

・第３回 

  前回（第２回）のご質問・ご意見について 

民間手法を活用した保育園等の運営について 

 

 ◇議事録要旨（第１回～第５回） 


